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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
「
（
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
農
林
水
産
技
術
会
議
」
を
「

農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
」
に
、
「
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
会
議
」
」
を
「
本
部
」

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

本
部
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

行
政
の
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

３

本
部
の
長
は
、
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
長
と
す
る
。

４

本
部
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

削
除
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第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
農
政
事
務
所
」
を
「
地

方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
農
林
水
産
大
臣

は
、
」
及
び
「
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
削
り
、
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
処
分
、
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
地
方
農
政
事
務
所
長
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
定
そ
の
他
の

処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相
当
の

地
方
農
政
局
長
又
は
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
事
務
所
長
に
対
し
て
し
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。

）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相
当
の
地
方
農
政
局
長
又
は
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
に
対

し
て
し
た
届
出
等
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
農
産
物
検
査
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
、
地
方
農
政
事
務
所
長
」
を
削
り
、
「
北
海
道
農
政
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
地
方
農
政
局
又

は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
」
を
加
え
る
。

（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
地
方
農
政
局
長
」
の
下
に
「
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
」
を
加
え
、
「
地
方
農
政
事
務
所
長

」
を
「
地
方
農
政
局
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
九
条
第
一
号
中
「
又
は
地
方
農
政
事
務
所
」
を
削
る
。


